
,

大

名
家

墓

所

の

一
例

(二
)

讃
岐
高
松
藩
主
松
平
家
墓
所

輸

は

し

が

き

藤

井

直

正

標
題
の
大
名
家
墓
所

に
つ
い
て
は
、
年
来
の
研
究
課
題
の

一
つ
と
し
て
、
精
力
的
に
現
地
の
探
訪
を

つ
づ
け

て
い
る
。
そ

の
動
機
と
な

っ
た
の
は
、
先
年
、
大
手

前
女
子
大
学
史
学
研
究
所
の
事
業
と
し
て
行
な

わ
れ
た
伊
勢
神
戸
藩
本
多
家

の
資
料
調
査

に
加
わ

っ
て
、
遺
燭

の
調
査
を
手
が
け
た
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、

こ

の
過
程
の
中
で
、
東
京
都
江
東
区

の
霊
巌
寺
に
所
在
す
る
神
戸
藩
主
本
多
忠
統
侯

墓
塔
、
本
多

家
の
菩
提
寺

で
あ
る
三
重
県
鈴
鹿
市

の
観
音
寺

に
所
在
す
る
墓
所
、

さ
ら

に
本
家
筋

に
当
た
る
近
江
膳
所
藩
主
本
多
家
に
及
ん
で
、
大
津
市
膳
所

の
縁
心
寺
に
所
在
す
る
墓
所
等
を
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
、
考
古
学
的
調
査
を
実
施
し

た
の
が
最
初
の
試
み
で
あ
る
。

こ
う
し
た
調
査
は
、
作
業
を
進
め
る
に
当

た

っ
て
、
そ
れ
な
り

の
準
備
と
体
制
を
必
要

と
し
、
比
較
的
足
場

の
近

い
地
域

に
あ
る
も
の
は
と
も
か
く
と
し
て
、
遠

隔
地
に
存
在
す
る
も
の
に

つ
い
て
は
容
易
で
は
な

い
が
、
そ
れ
で
も
所
用
の
た
め
に
各
地

に
出

か
け
る
場
合
、
あ
る
い
は
著
名
な
墓
所

に

つ
い
て
は
、
積
極
的

に
探

訪
す

る
こ
と
を
心
掛
け
て
来

た
。

そ

の
結
果
、
手
許
に
は
全
国
各
地
に
所
在
す

る
大
名
家
墓
所

の
資
料
が
序

々
に
集
ま

っ
て
い
る
。
因
み
に

『
大
手
前
女
子
大
学
論
集
』
第

二
一二
・
二
四

・
二
五
号

大
名
家
墓
所
の
一
例

(
二
)

(17)
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大
名
家
墓
所
の

一
例

(
二
)

に
掲
載
し
た

「亀
跣
を
も

つ
石
碑

の
系
譜

(
一
)
(
二
)
(
三
)
」
は
、

い
わ
ば
そ

の
副
産
物

で
、
全
国

的
に
も
著
名
な
大
名
家
墓
所
に
お
い
て
見

る
こ
と
の
で
き
た
遺

　

例
を
通
じ
て
、
亀
朕
を
も

つ
石
碑
、
す
な
わ
ち
墓
碑

・
墓
塔

か
ら
、
そ

の
源
流
と
伝
播
に

つ
い
て
考
察
し
た
小
稿
で
あ
る
。

今
回
、
本
稿
に
お
い
て
取
り
上
げ

る
讃
岐
高
松
藩
主
松
平
家
墓
所
は
、
四
国

の
玄
関
高
松
市
の
南

郊
仏
生
山
町
に
所
在
し
て

い
る
。
仏
生
山
町

の
名

は
、
こ
こ
に

仏
生
山
法
然
寺
と

い
う
名
刹
が
あ
る
こ
と
か
ら
付
け
ら
れ
た
も

の
で
、
讃
岐
国
、
現
在

の
香
川
県

に
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で

つ
な

が
り
を
持

っ
て

い
る
私
に
と

っ
て
は

旧
知

の
、
し
か
も
因
縁

の
深

い
土
地
で
あ
り
、
法
然
寺

に
は
往
年
参
詣
し
た
記
憶
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
高
松
藩
主
松
平
家

の
墓
所
が
あ
り
、
法
然
寺
そ
の
も

の
が
、
松
平
家
初
代
頼
重
侯

の
創
建

に
か
か
り
、
墓
所

と
不
可
分

の
関
係
を
持

つ
寺
院

で
あ
る

こ
と
は
、
近
年
ま
で
迂
闊
に
も
ま

っ
た
く
知
ら
な

か

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
知
る
こ
と
に
な

っ
た
き

っ
か
け
は
、
本
年

の
三
月
、
本
学
史
学
科
を
卒
業
し
た
家
常
智
子
さ
ん
と

の
出
会

い
で
あ
り
、
三
回
生

の
学
年
末

に
提
出
す
る
考

古
学
特
講

の
リ
ポ
ー
ト

の
課
題
を
決
め
る
時

に
は
じ
ま

っ
た
。
家
常
さ
ん
は
高
松
市

の
出
身

で
、

ご
先
祖

が
高
松
藩
士

で
あ
る
と

い
う
家
系

か
ら
、
ど
う
し
て
も
高

松
藩
初
代
藩
主
松
平
頼
重
侯
と
法
然
寺

の
こ
と
を
し
ら
べ
、
卒
業
論
文
も
こ
れ
を
題
目

に
し
た

い
と
い
う
希
望
で
あ

っ
た
。
折
し
も
平
成
四
年
十

一
月
、
高
松
市
歴

史
資
料
館
が
開
館
し
、
そ

の
記
念
特
別
展
と
し
て

「
仏
生
山
法
然
寺
の
名
宝
展
」
が
開
催
さ
れ
た
。
家
常
さ
ん
は
こ
の
催
し
を

い
ち
早
く
知

っ
て

こ
れ
を
観
覧
し

た

捌

こ
と
も
大
き
な
刺
戟

と
な

っ
た
と

い
う

こ
と
を
後
日
灰
聞
し
た
。

ー

い
ず

れ
に
し
て
も
、
考
古
学
特
講

の
ど
の
時
間
か
の
話

で
、
私
が
香
川
県

に
由
縁
を
も

っ
て
い
る
こ
と
、
大
名
家
墓
所
に
関
心
を
持

っ
て

い
る

こ
と
を
知
り
、
リ

ポ
ー
ト
に

つ
づ

い
て
、
私

の
ゼ
ミ
に
所
属
し
た
上
で
こ
れ
を
題
目
と
し

て
卒
業
論
文
を
作
成
す
る

こ
と
に
決
ま

っ
た
。

私
自
身
も

こ
れ
を
機
会

に
松
平
家
墓
所

に
取
り
組

む
こ
と
を
思

い
立
ち
、
ま
ず
手
近
に
あ
る
讃
岐
国

・
香
川
県

の
地
誌
を
読
ん
で
、
改
め
て
法
然
寺
関
係

の
記
事

に
目
を
通
す

こ
と
か
ら
着
手
し
た
。
ま
た
、
高
松
市
歴
史
資
料
館

に
は
、
大
阪
出
身

で
同
志
社
大
学
を
卒
業
し
た
川
畑

聡
君
が
学
芸
員
と
し
て
赴
任
し
て

い
る
こ

と
か
ら
、
川
畑
君

に
連
絡
を
と
り
、

こ
の
調
査

・
研
究

へ
の
協
力
を
依
頼
し
た
。

平
成
五
年
六
月
、
大
学

の
所
用
の
た
め
高
知
県
に
出
張
し
た
帰
途
、
高
松
市

に
立
寄

っ
て
歴
史
資
料
館

を
訪
問
し
、
川
畑
君

の
紹
介
で
館
長
大
屋
敷

孝
氏
、
副

館
長
小
松
正
廣
氏
、
な
ら
び
に
中
・
近
世
担
当

の
学
芸
貝

で
、
「
仏
生
山
法
然
寺

の
名
宝
展
」
を
主
宰

さ
れ
た
次
田
吉
治
氏
と
お
会

い
し
、
松
平
家
墓
所

の
調
査

に
つ

い
て
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
述
べ
た
。
資
料
館
と
し
て
も
、
高
松
市

の
歴
史

に
か
か
わ
る
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
と

い
う

こ
と
で
賛
同
を
得
、
全
面
的
協
力
を
約
束
し
て

下
さ
り
、
そ
の
上
、
館
長
自
ら
法
然
寺
お
よ
び
墓
所
を
管
理
さ
れ
て
い
る
松
平
公
益
会

へ
の
紹
介

の
労
を
と

っ
て
下
さ

っ
た
。
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一

改
め
て
八
月

六
日
、
川
畑
君
と
共
に
松
平
公
益
会
と
法
然
寺
を
訪
問
し
、

ご
挨
拶
と
と
も

に
調
査

の
趣
旨
を
述

べ
た
と
こ
ろ
、
双
方
共
ご
快
諾
を

い
た
だ
い
た
上
、

種

々
の
ご
教
示
を
得
る

こ
と
が
で
き
た
。

こ
う
し

た
経
過

の
の
ち
、
実
際

の
調
査
は
私
以
下
、
当
の
家
常
智
子
さ
ん
、
同
期
で
卒
業
論
文
の
題
目

に
「
柿
本

人
麻
呂
」

を
選
び
、
歌
枕

の
地
と
し
て
有
名
な
沙
弥
島

(現
在

・
香
川
県
坂
出
市

)
の
探
訪
を
志
し
て

い
る
門
手
理
恵
子
さ
ん
、
石
造
遺
物

の
実
測
、
拓
本
を
数
多
く
手
が
け

た
史
学
科
三
回
生
の
小
出
匡
子
さ
ん
と
篠
原
麻
貴
さ
ん
ら
学
生
四
名

と
、
資
料
館
か
ら
出
向
し
て
も
ら

っ
た
川
畑

聡
君
を
加

え
て
調
査
グ

ル
ー
プ

を
編
成
し
た
。

そ
し
て
八
月
三
十
日
か
ら
九

月
三
日
ま
で
の
五
日
間
、
法
然
寺

に
通

い
、
墓
所
全
体
、
と
く

に
歴
代
藩
主
墓
塔
を
中
心
と
し
た
平
面
図

の
作
成
と
初
代
松
平
頼
重
侯

墓
塔

の
実

測
、

こ
れ
と
平
行
し
て
墓
所
全
体

の
墓
塔
に

つ
い
て
略
配
置
図
の
作
成
等

の
作
業
を
行
な
う
と
共
に
、

ご
住
職

の
お
計
ら

い
に
よ

っ
て
法
然
寺

の
諸
堂
宇

を
拝
観

し
た
。

こ
う
し

て
讃
岐
高
松
藩
主
松
平
家
墓
所

の
全
容
を
概
観
す
る

こ
と

が
で
き
た
が
、

ひ
と
え
に
前
記
高
松
市
歴
史
資
料
館

の
各
氏
、
な
ら
び
に
仏
生

山
法
然
寺
住

職

細
井
俊

明
師
、
松
平
公
益
会
理
事
小
田
和
夫
氏

・
同

安
徳
和
士
氏
ら
関
係
各
位

の
ご
理
解

と
ご
協
力

の
賜
物
で
あ
り
、
厚
く
感
謝

の
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

松
平
家
墓
所

に
つ
い
て
は
よ
り
精
細
な
調
査
が
必
要
で
あ
り
、
折

を
見
て
進
め
て
行

く
つ
も
り
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
述

べ
た
経
過

の
中

で
実
施
し

た
調
査

の
成
果

を
少
し

で
も
早

い
機
会

に
ま
と
め
て
お
き
た

い
と

い
う
気
持
か
ら
概
報

と
し
て
発
表
す

る
こ
と
と
し

た
。
本
稿
の
う
ち
、
二

仏
生
山
法
然
寺

の
創
立
と
伽
藍
、

お

よ

び
、
三

松
平
家
墓
所

の
設
営
と
現
状
は
家
常
さ
ん
の
作
成
し
た
卒
業
論
文
の

一
部

で
あ

る
。
異
例

の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
労
作
を
活
字

と
し
て
の
こ
し
て
お
き

た
い
と

い
う
気
持

か
ら
本
人

の
承
諾
を
得

て
掲
載
す
る
こ
と
と
し
た
。
も
と
よ
り
下
書

の
段
階
で
校
閲
し

て
い
る
が
、
今
回
さ
ら
に
手
を
加
え
た
。

な
お
末
尾

に
な

っ
た
が
、
仏
生

山
法
然
寺

の
歴
史
、
伽
藍

と
諸
堂
宇
、
さ
ら
に
什
宝
類
に

つ
い
て
は
、

つ
と
に
花
園
大
学
講
師

の
大
槻
幹
郎
氏

が
調
査
、
研
究
を

進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
概
要
は

「
仏
生
山
法
然
寺
と
そ
の
秘
宝
」
(
『讃
岐

の
秘
宝
』
所
収
、
平
凡
社
、

一
九
八
五
年
)、

お
よ
び
先

に
記
し

た
高
松
市
歴
史
資
料
館

の
開
館
記
念
特
別
展

の
図
録

『
仏
生
山
法
然
寺

の
名
宝
展
』
(
一
九
九

二
)
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
家
常
さ
ん

の
論
文
作
成

に
お

い
て
も
参
照
し
、
本
稿
の
執
筆

に
当

た

っ
て
も
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ

の
学
恩

に
対
し
敬
意
と
感
謝
を
捧
げ

て
お
き
た

い
。

注

1

藤
井
直
正

「
大
名
家
墓
所

の

一
例
-
近
江
膳
所
藩
主

本
多
家

の
墓
所
」
(
『大
手
前
女
子
大
学
論
集
』
第

二
十

一
号
、
昭
和
六
二
年

一
一
月
)

大
名
家
墓
所
の

一
例

(
二
)

(19)
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大
名
家
墓
所
の

一
例

(二
)

藤
井
直

正

「
本
多
家

の
遺

濁
」

(若
林
喜
三
郎
編

『
旧
伊
勢
神

戸
藩
主
本
多
家
史
料
』
所
収
、
大
手
前
女
子
大

学
史
学
研
究
所
、

2

拙
稿

の

「亀
映
を
も

つ
石
碑

の
系
譜

」
で
取
上
げ

た
大
名
家
墓
所
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

名

称

所

在

地

長
門
萩
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毛
利
家
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榊
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寺
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国
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寺
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境
内
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月
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一

讃
岐
高
松
藩
と
松
平
家

昭
和
六
十
三
年

に
開
通
し
た
瀬
戸
大
橋
に
よ

っ
て
、
そ
れ
ま

で
連
絡
船

と
フ

ェ
リ
ー
に
よ

っ
て

い
た
山
陽
と
四
国
を
結
ぶ
交
通
路

は
大
き
く
変
貌
し
た
。
し

か
し
、

高
松
が
香
川
県
庁

の
所
在
地
で
あ
り
、
四
国
四
県

の
中
心
的
役
割
を
果
た
す
都
市

で
あ

る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な

い
。

讃
岐
国

の
ほ
ぼ
中
央

に
位
置
し
、
古
代
以
来

の
歴
史
を
育
ん
で
来
た
肥
沃
な
平
野
が
瀬
戸
内
海

に
臨
む
と

こ
ろ
に
、
現
代

に
つ
な

が
る
都
市
高
松
が
誕
生
し

た
の

は
近
世
初
頭
の
こ
と
で
あ
る
。

戦
国

の
動
乱
の

の
ち
、
豊
臣
秀
吉
に
よ

っ
て
讃
岐

一
国
を
預
け
ら
れ
、
十
七
万
石

の
領
主
と
な

っ
た

の
は
生
駒
親
正

で
あ

る
。
生
駒
氏

は
そ
の
姓

の
通
り
、
も
と

は
大

和
国
生
駒
の
地
を
本
拠
と
す

る
土
豪

で
あ

っ
た
が
、
美
濃
国

に
流
浪
し
て

い
た
。
親
正

は
織

田
信
長
に
見
出
さ
れ
、
豊
臣
秀
吉

の
魔
下

に
あ

っ
て
功
を
挙
げ
た

武
将
で
あ
る
。

鋤

天
正
十
五
年

(
一
五
七
八
)、
親
正
は

一
国
を
支
配
す
る
拠
点
と
し
て
高
松

の
地
を
選
び
、
翌
十
六
年

(
一
五
八
八

)
こ
こ
に
城

と
城
下
町
を
建
設
し
た
。
北
は
瀬

ー

戸
内
海
に
面
し
、
天
守
閣
を
中
心
と
し
て
東

・
西

・
南

の
三
重

の
濠
に
海
水
を
引

い
た
文
字
通
り
の
水
城
で
、
伊
予

の
今
治
城

・
宇
和
島
城
と
共

に
三
大
水
城

の

一

つ
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

の
ち

に
松
平
頼
重

が
高
松
藩
主
と
な

っ
て
城
を
改
修
し
、
さ
ら
に
城
下
町
を
拡
張
し
た
が
、
基
本
的

に
は
こ
の
時

に

つ
く
ら
れ
た
縄
張
り
と

城
下
町

の
構
造
は
踏
襲
さ
れ
、
現
在
に
至
る
市
街
地
中
心
部

の
町
割
に
継
承
さ
れ
て

い
る
の
で
あ

る
。

徳

川
幕
府

の
治
世
と
な
り
、
生
駒
氏

と
し
て
は
四
代
目
を
迎
え
た
寛
永
十
七
年

(
一
六
四
〇

)、
世
に
有
名
な
生
駒
騒
動
に
よ

っ
て
藩
主
高

俊
は
出
羽
国
矢
島

(
現

在
の
秋
田
県
由
利
郡
矢
島
町

)
に
改
易
さ
れ
、
寛
永
十
九
年

(
一
六
四
二
)
、
幕
命
に
よ

っ
て
松
平
頼
重
が
、
東
讃
岐
十
二
万
石
余
を
以
て
入
封
し
た
。
頼
重

は
御

三

家
の

一
つ
水
戸
藩
初
代
藩
主
頼
房

(徳
川
家
康

の
第
十

一
子
)
の
長
子
で
、
頼
房

の
あ
と
水
戸
藩
二
代
を
継

い
だ
光
囲

の
異
母
兄

に
当
た
る
。

頼
重
は
元
和
八
年

(
一
六
二
二
)
七
月

一
日
、
江
戸
麹
町
で
生
ま
れ
た
。
母
は
谷
左
馬
助

の
娘

で
、
名
は
久
子

(
の
ち
高
瀬
局
、
久
昌
院
と

い
う

)
で
あ
る
。
時

に
父
頼
房

は
二
十
歳
で
、
兄
に
当
た
る
尾
張

・
紀
伊

の
両
藩
主
と
も
ま
だ
子
供
が
な
く
、
年
下

で
あ
る
た
め
側
臣

の
三
木
仁
兵
衛

に
そ
の
処
置
を
任

せ
た
が
、
そ
う

し
た
事
情

か
ら
他
家
に
預
け
ら
れ
、
少
年
期
は
京
都
で
育

っ
た
。
寛
永
九
年

(
一
六
三
二
)
江
戸

に
帰

っ
て
水
戸
藩
邸
に
入
り
、
同
十
四
年

(
一
六
三
七
)
十
六
歳

大
名
家
墓
所
の
一
例

(二
)

鱒締}
}



大
名
家
墓
所

の

一
例

(
二
)

の
時
に
よ
う
や
く
父
頼
房

に
対
面
し
た
。
そ
し
て
寛
永
+
五
年

(
一
六
一二
八
)、
父
頼
房
と
共
に
登
城
し

て
将
軍
家
光

に
拝
謁
し
、
十
六
年
に
は
常
陸
国
下
館

(
現
在

の
茨
城
県
下
館
市

)
で
五
万
石
余

の
大
名
に
任
じ
ら
れ
、
こ
の
時
か
ら
姓
を
松
平
と
改
め
、
名
を
頼
重
と
す

る
よ
う
父
頼
房
か
ら
申
し
渡
さ
れ
た
。

先
に
記
し
た
よ
う

に
、
寛
永
十
九
年

(
一
六
四
二
)
二
月
二
十
八
日
、
頼
重
は
江
戸
城

に
登
城
し
た
が
、

こ
の
時
讃
岐
高
松

へ
の
転
封
を
命
じ
ら
れ
、
さ
ら
に
高

松
に
居
城
し
、
合
わ
せ
て
将
軍
か
ら
の
内
命
と
し
て
、
四
国

・
西
国
諸
大
名

の
監
察
を
す
る
目
付
役
が
付
加
さ
れ
た
。

こ
の
時
の
拝
領
は
将
軍
か
ら
直
接
申
し
渡
さ

れ
た
だ
け
で
書
状
は
下
付
さ
れ
な
か

っ
た
と
い
う

こ
と

で
あ
る
が
、
『高
松
城
御
引
渡
覚
書
高
』

に
よ
る
と
、

一
万

石

大
内
郡

一
円
三
十
四
ヵ
村

一
万
三
千
六
百

石

五
升
八
合

一
万

千
六
百

十
九
石
四
斗
七
升
七
合

一
万
八
千

百
七
十
八
石
二
斗
五
升

二
万

五
百
五
十

二
石

一
斗
二
升
三
合

一
万
七
千
六
百
三
十
九
石
二
斗
五
升
九
合

】
万
六
千

三
十
九
石
七
斗
八
升
七
合

一
万
二
千
三
百
七
十

一
石

四
斗
六
合

高
合
十
二
万
石

郡
数
合
八
郡

と
な

っ
て

い
る
。

目
録
は
松
平
家
に
伝
え
ら
れ
て
い
て
、

村
数
合

二
百
三
十
四

ヵ
村

こ
れ
か
ら
二
十
二
年
後
の
寛
文
四
年

高
松
市
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て

い
る
が
、

寒
川
郡

一
円
二
十
五
ヵ
村

三
木
郡

一
円
二
十

力
村

山
田
郡

一
円
三
十

ヵ
村

香
川
郡

一
円
四
十
七
ヵ
村

阿
野
郡

一
円
三
十
五
ヵ
村

鵜
足
郡
の
内
二
十
六
ヵ
村

那
珂
郡
の
内

十
七
ヵ
村右

石
高

の
外
に
四
万
九
百
七
十
石

先
代
よ
り

の
有
高
十
六
万
九
百
十
石

(
一
六
六
四
)
四
月
五
日
付

で
正
式

に
将
軍
家
綱
か
ら
次
の
充
行
状
と
目
録
が
下
さ
れ
て
い
る
。

全
文
は
次

の
通
り
で
あ

る
。

こ
の
領
地

(22)

 

讃
岐
國

大
内
郡

高

一
万
石

三
捨
四
箇
村

糾



寒
川
郡

試
拾
五
箇
村

高
壱
万
三
千
六
百
石
五
升
八
合

三
木
郡

試
拾
箇
村

高
壱
万
六
千
八
百
捨
九
石
四
斗
七
升
七
合

山
田
郡

三
拾
箇
村

高
壱
万
八
千
百
七
拾
八
石
武
斗
五
升

香
川
郡

四
拾
七
箇
村

高
猷
万
五
百
五
拾
武
石
壱
斗
武
升
三
合

阿
野
郡

三
拾
五
箇
村

高
壱
万
七
千
六
百
三
拾
九
石
武
斗
五
升
九
合

鵜
足
郡
之
内

東
分
村

河
津
村

西
坂
本
村

下
村

長
尾
村

東
村

炭
所
西
村

那
珂
郡
之
内

試
拾
六
箇
村

定
國
村

東
二
村

河
原
村

冨
熊
村

西
村

勝
浦
村

周
東
村

西
分
村

西
二
村

東
坂
本
村

栗
熊
村

上
村

中
通
村

高
壱
万
六
千
三
拾
九
石
七
斗
八
升
七
合

拾
七
箇
村

大
名
家
墓
所
の
一
例

(
二
)

宇

足
津

村

眞
時

村

上
村

、
1
斗
コ

4

月
↓↑

下
村

浩

田
村

(23)
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大
名
家
墓
所
の
一
例

(二
)

柞
原
村

三
条
村

木
徳
村

金
蔵
寺
村

原
田
村

郡
家
村

垂
水
村

与
北
村

吉
野
村

東
高
篠
村

西
高
篠
村

岸
上
村

七
ヶ
村

塩
入
村

萬
野
村

公
文
村

四
条
村

高
壱
万
二
千
三
百
七
拾
壱
石
四
升
六
合

都
合
拾
武
万
石

右
今
度
差
上
郡
村
之
帳
面
相
改

及

上
聞
取
致
成
下

御
判
也

此
儀
両
人
奉
行
依
被

仰
付
執
達

如
件

永
井
伊
賀
守

寛
文
四
年
四
月
六
日

尚
庸
(花
押
)

小
笠
原
山
城
守

長
頼
(花
押
)

松
平
讃
岐
守
殿

こ
れ
を
見
る
と
、
松
平
家

の
支
配
す

る
と

こ
ろ
と
な

っ
た
領
地
は
、
讃
岐
国
全
十

一
郡

の
う
ち
八
郡

に
及
び
、
東
讃
岐
と

い
い
な

が
ら
、
国
土
全
体

の
三
分
の
二

を
占
め
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。

本
稿

に
は
直
接
関
係

は
な

い
が
、

の
こ
り
多
度

・
三
野

・
豊

田
の
三
郡
と
鵜
足

・
那
珂
二
郡
の

一
部
は
、
松
平
家
と
は
少
し
お
く
れ
た
寛
永
十
八
年
九
月
十
日
に

(24)
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五
万
三
千
石
で
外
様
大
名

の
山
崎
家
が
入
封
し
、
丸
亀
を
拠
点
と
し
て
西
讃

の
支
配
に
当
た

っ
た
。

そ
し
て
家
治

・
俊
家

・
治
頼

の
三
代
を
経
た
が
、
治
頼
に
は
正

嗣
が
な
か

っ
た
た
め
御
家
断
絶
と
な
り
、
代
わ

っ
て
明
暦
四
年

二

六
五
八
)
二
月
、
名
門
京
極
家

が
播
州
龍
野
か
ら
移
封
さ
れ
、
初
代
高
和
か
ら
七
代
朗
徹
ま

で

続

い
て
明
治
維
新
を
迎
え
た
。

こ
う
し

て
松
平
頼
重
は
、
元
禄
八
年

(
=
ハ
九

五
)
七
十
四
歳
で
没
す
る
ま
で
、
藩
主
と
し
て
在
任
す

る

こ
と
三
十
四
年
間

に
も
及

び
、
領
内

の
政
治

に
力
を
注

ぎ
高
松
藩

の
基
礎
を

つ
く

っ
た
。
現
在
で
も
名
君
と
し
て
仰
が
れ
、
高
松
市
民

は
も
と
よ
り
香
川
県

の
人
び
と
に
親
し
ま

れ
て

い
る
所
以
で
あ
る
。

高
松
藩
松
平
家
は
、
初
代
頼
重

の
入
封

か
ら
幕
末
ま
で
+

一
代
を
数
え
る
が
、
各
代

の
名
前
、
生
年
と
没
年
、
藩
主

と
し
て
の
在
任
期
間

に
つ
い
て
は
第
1
表
に

示
し
た
。
ま
た
第
2
表
は
高
松
市
歴
史
資
料
館

で
作
成
さ
れ
た
略
系
図

で
あ

る
が
、

こ
れ
を
見
て
わ
か
る
よ
う
に
水
戸
徳
川
家

と
の
つ
な
が
り
が
密
接

で
あ
る
。

そ

れ
は
頼
重

の
生

い
立
ち
と
深

い
係
わ
り
が
あ
り
、
主
家

で
あ
る
水
戸
藩
を
尊
重
し
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
藩
政
の
す

べ
て
の
面

に
お

い
て
大
き
く
反
映
し
て

い
る
の
で
あ

る
。

注

本
文
を
書

く
に
当
た

っ
て
は
、
市
原
輝
士

・
宮

田
忠
彦
両
氏
著

『わ
が
町

の
歴
史
-
高
松
1
』

(文

一
総
合
出

版
、
昭
和
五
九
年
)
、

語
藩
史
』
第

一
〇
巻
所
収
)、
木
原
淳
幸
氏

「高
松
藩
」
(
『藩

史
大
事
典

』
第

六
巻
中
国

・
四
国

編
所
収
)
等

を
参
照
し
た
。

草
薙
金
四
郎
氏

「
高
松
藩
」
(
『新
編
物

(25)
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二

法
然
寺

の
創
立
と
伽
藍

法
然
寺
は
、
松
平
頼
重
が
高
松

に
入
封
し
て
二
十
七
年
目

の
寛
文
八
年
(
一
六
六
八
)
、
藩
主
松
平
家
の
菩
提
寺
と
し
て
建
立
さ
れ
た
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
に
お

い
て
は
、
三
十
五

ヵ
条
か
ら
成
る
浄
土
宗
法
度
に

「
一
、

大
小
之
新
寺
、
為
レ
私
不

レ可
致
二
建
立

一事
、
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
新
寺

の
建
立
は
禁
止
さ
れ
て

い

た
為

に
、
浄
土
宗

の
祖
法
然
上
人
ゆ
か
り

の
古
跡

で
あ
る
生
福
寺
を
移
転
、
再
興
す

る
方
法

が
と
ら
れ
た
。

}
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名
家
墓
所
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一
例

(
二
)



第

一
表

頃
立

大
名

家

墓

所

の

「
例

(
二

)

讃
岐
高
松
藩
王
松
平
家
歴
代
年
裂

代 代 代 代 代 代 代 代 代 代

松
平
頼
重

松
平
頼
常

松
平
頼
豊

松
平
頼
桓

松
平
頼
恭

松
平
頼
真

松
平
頼
起

松
平
頼
儀

松
平
頼
恕

松
平
頼
胤

松
平
頼
聰

i

、

●

【

白
嶽
院
殿

「

80

七
七
(
明
治

一〇
)

三

(明
治
四

)

厚

徳

院

殿
「九
〇
三
(明
治
美

〉

回

(26)
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大

名
家

墓
所

の

一
例

(
二

)

第
2
表

松

平

家

略

系

図

(太
線
が
讃
岐
高
松
藩
主
)

(27)
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大
名
家
墓
所
の
一
例

(二
)

生
福
寺
は
、
建
永
三
年

(
一
二
〇
八
)
三
月
に
法
然
上
人
が
讃
岐

に
流
さ
れ
た
際
、
那
珂
郡
小
松
庄

(
現
在

の
仲
多
度
郡
満
濃
町
)
に
建
立
し
た
寺
で
あ
る
。
法

然

は
、
帰
郷
が
許
さ
れ
る
ま
で
、

こ
こ
に
滞
在
し
た
寺
と
伝
え
ら
れ
、
ま
た
こ
の
寺

に
は
上
人
安
置

の
本
尊
や
自
作

の
仏
像
、
真
影
な
ど
が
残

っ
て

い
た
と
さ
れ
て

い
る
。

こ
れ
ら
の
本
尊
を
頼
重
は
法
然
寺

に
移
す

こ
と
に
よ
り
、
見
事
復
興
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
頼
重
は
、

こ
の
法
然
寺
に
寺
領

と
し
て
新
開
三
百
石
を
寄
付
し
、
延
宝
元
年

(
一
六
七
三
)
に
は
将
軍
家
か
ら
朱
印
状
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
寺
領

の
範

　

囲
に
つ
い
て
は
、
『
仏
生
山
法
然
寺
条
目
』

に
次

の
よ
う

に
示
さ
れ
て

い
る
。

一
、
當
山
寺
領
之
事
、
香
川
郡
百
相
村
之
内
、
高
三
百
石
以
二新
聞

一令
レ
寄
二
附
之
一詑
、
東
者
限
二
門
前
町
屋
敷
訥
西
者
限
二
寺
井
村
界
路
一
南
者
限
二
浅
野
村
界

岸
訥
北
者
限
二
百
相
下
村
中
道
限
訥
領
分
境
立
二
労
示
一相
定
之
事

一
、
寺
林
者
以
二
南
原
野
林

「令
レ
寄
二
附
之
」
東
者
限
二
平
池
浪
指
」
南
者
限
二
万
塚
原
界
堤
」
北
者
寺
内
也

ヨ

法
然
寺
開
創

の
由
来
や
寺
領
三
百
石
が
朱
印
地
と
な

っ
た
点

に
つ
い
て
は
、
法
然
寺

に
伝
存
す
る
古
記
録
の

一
つ
で
あ
る

『仏
生
山
開
基
已
来
雑
録
』

の
中
に
く

わ
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
記
録
の
中

に
は
他
に
も
、
箇
条
書
き

で
、
二

、
常
紫
衣
寺
で
あ
る
こ
と
。

二
、
寺
格
は
浄
土
宗
四

ヶ
寺
本
山

(知
恩
院

・金
戒
光
明

劉

寺

・
知
恩

・
清
浄
華
院
)
に
準
ず
る
格
式

で
あ
る

こ
と
L
が
強
調
さ
れ
て

い
た
り
、
本
堂
以
下
諸
堂
等
に

つ
い
て
、
そ

の
規
模
や
堂
守

に
安
置
さ
れ
る
尊
像

・
宝
物

・

ー

法
具
な
ど
が
列
記
さ
れ
て

い
る
。

こ
こ
で
法
然
寺
を
建
立
し

た
土
地
の
様

子
な

ど
に

つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
仏
生
山
は
、
高
松
藩
領

の
ほ
ぼ
中
間
地
点
に
当

た
り
、
般
若
台

の
あ
る
雄

山

(
前
山
)
山
頂
か
ら
は
讃
岐
平
野
を
、
す
な
わ
ち
高
松
城
下
を

一
望

に
見
渡
す

こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
雄
山
と
向
か
い
合

っ
て
北
東
に
は
雌
山
が
あ
り
、
そ

る

の
間

に
は
前
池

・
平
池

・
蓮
池

(
現
在

・
仏
生
山
小
学
校
地

)
と
堀
に
囲
ま
れ
て
い
た
こ
と
が

『
境
内
古
図

(
法
然
寺
旧
境
内
御
朱
印
付
属
絵
図
面
)』

に
よ

っ
て
わ

か
る
。

周
囲
を
山
や
池

・
堀
に
囲
ま
れ
、
高
松
城
下
を

一
望

で
き
、
ま
た
高
松
藩
五
街
道

の

一
つ
仏
生
山
街
道
が
通
じ
て

い
る

こ
と
で
、
交
通

の
便
利
さ
ま
で
ふ
ま
え
た

こ
の
地
に
菩
提
寺
を
作

っ
た
と

い
う

こ
と
は
、

い
ざ
と

い
う
時
の

"
出
城
"
と
す
る
こ
と
さ
え
考
え
て
い
た
藩
主
頼
重

の
お
も
わ
く
が
見
え
か
く
れ
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ

の
上
、
後

に
も
述
べ
る
が
、
法
然
寺

の
伽
藍
の
配
置
や
諸
堂
の
構
成
に
至
る
ま
で
、
彼

の
思
想
を
貫
き
通
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
ひ
し
ひ
し

と
感
じ
る
の
で
あ
る
。



O

法

然

寺

の
伽
藍

配

置
は
、

あ

ま

り
他

に
例

を

見
る

こ

と

の
な

い

一
つ
の
思

想

に

基

づ

い
て
計
画

さ

れ
、

そ

の

旧
状

が

ほ
ぼ
今

日
ま

で
伝
わ

っ
て

い
る

こ
と
を
特

色

と

し

て
あ
げ

る

こ
と

が
で
き

る
。

門
前

町
を
山

に
沿

っ
て
行

く
と

総

門

(柵

門

)
が
あ

り
、

そ

の
向

か

い
に

は
見

返

り
地
蔵

と
呼

ば

れ
る

地
蔵

堂

が
あ

る
。

総
門

を

く
ぐ

る

と
、
そ

の
右
手

に
は
細

長

い
十

王
堂

が
あ

る
。

こ

こ
に
は
閻

魔

大

王
以

下
十

王

の
木

像

が
置

か
れ
て

い
る
。

『
十
王

図
』

と

い
う

も

の
は
よ
く

見

ら
れ

る

が
、

彫
像

と
し

て

の
作

例

は
稀

で
、

像

と
し

て
安

置

さ

れ
て

い
る

の
を
見

る
と
、

迫

り
く

る
も

の
を
感

じ

る
。

こ
れ

よ
り

松
林

の
道

(参

道

)
を

行
く

と
黒

門

が
あ

り

、

黒
門

を
抜

け

る

と
正

面
か

ら
右

手

に
、

仁
王

門

(
二
王
門

)
・
浬
繋

門

・
本

堂
門

と
大

き

な
門

が
並

ぶ
。

中

で
も

一
番
大

き

い
仁
王

門

で

は
、

阿
形

と
畔

形

の
金

剛
力

士
像

が
見

守

っ
て

い
る
。
仁

王

門
を

さ

ら

に
進

む
と
唐

門

跡

が
あ

る
。

四
天

門

と
も

叫
ば

れ
、

こ

の
門

ら

の
左

右

に
堂

が
あ

り
、
四

天
王

が
安

置

さ

れ

て

い
た
。

現
在

で
は
遺

構

し

か
残

っ
て

い
な

い
が
、

『
境
内

古

図
』
や

『讃

岐
名

勝

図
会

』
を

見

る
と

そ

の
状
況

を
知

る

こ
と

が

で
き

る
。

訟
篶
蕪
欝
霧
讐
軽

蘇
鱗
講
講
翫
誕
麩
罷
羅
緯
瀬澱
聴

酷
慰
蝋回∵

ら
も
わ
か
る
し
、
今
で
も
堂
宇

の
あ

っ
た
こ
と
を
物
語
る
遺
構
が
見
ら
れ
る
。

二
尊
堂
と
は
、
阿
弥
陀
如
来

.
釈
迦
如
来

の
二
尊
を
安
置
す
る
と
こ
ろ
か

ら
由
来
し
て
い
る
。
通

り
抜
け

に
な

っ
て

い
る
堂

に
入

っ
て
、
高

い
天
井
を
見
上
げ
る

と
飛

天
と
鳳
鳳
が
、
壁

に
は
蓮
池
図

が
描
か
れ
て

い
る
。
ま
た
、
こ
の
堂
内

部
の
左
右

に
は
、
高
床

で
広

い
空
間

が
あ

る
の
も
特
徴

の

一
つ
と

い
え
よ
う
。

鐘
楼
門
は
、
文
殊
菩
薩
を
祀
る
と

こ
ろ
か
ら
文
殊
楼

と
呼

ば
れ
、
左
右
に
は
梵
天

・
帝
釈
天
が
安
置
さ
れ
て

い
る
。
楼
上
に
は
梵
鐘
が
架
け
ら
れ
て

い
る
が
、
現

在
の
も

の
は
昭
和

二
十
四
年

の
秋

に
再
鋳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
は
平
和
を
願

っ
て
、
福
田
平
八
郎
画
伯

の
鳩
図
、
歌
人
吉
井
勇

の
和
歌

の
書

が
刻
ま
れ
て

い
る
。

来

迎
堂
に
は
、
後
陽
成
院
が
南
都
唐
招
提
寺

で
御
感
得
さ
れ
た
仏
舎
利
を
道
晃
法
親
王
が
賜
わ
り
、
親
王
か
ら
頼
重

公

へ
贈
ら
れ
た
阿
弥
陀
如
来
像
が
安
置
さ
れ

て

い
る
。
ま
た
、
そ

の
昔
か
ら
讃
岐

一
宮

田
村
神
社

の
神
宝
と
さ
れ
て
き
た
、
弘
法
大
師
作

と
伝
え
る
二
十
五
菩
薩
像
も

こ
こ
に
移
さ
れ
安
置
さ
れ
た
。

二
十
五
菩

薩
来
迎
図
を
か
た
ど
り
、
実
際
に
彫
像
と
し
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
他

に
は
、
将
軍
家

の
尊
牌
や
代

々
藩
主

の
位
牌
が
ま

つ
ら
れ
て

い
る
。

大
名
家
墓
所
の
一
例

(
二
)

　齢　帰
}



大
名
家
墓
所
の

}
例

(
二
)

来
迎
堂
の
左
手

に
般
若
門
が
あ
り
、

石
段
を
上
が
る
と
般
若
台

に
達
す
る
。
先

に
も
述

べ
た
よ
う

に
、
当
初

こ
こ
に
は
般
若
堂
が
存
在
し
て

い
た
。

の
ち
に
英
公

廟
本
殿
と
呼
ば
れ
、

英
公

の

(頼
重

)
の
束
帯
姿

の
肖
像
、
不
動
明
王

・
愛
染
明
王
像

や
地
蔵
菩
薩
、
毘
沙
門
天
木
像
等
が
安
置
さ
れ
て
い
た
。
現
在
、
こ
れ
ら

の

像
は
英
公
の
像
を
除

い
て
、
三
仏
堂

へ
移
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
英
公

の
陶
像
は
、
高
松
城
内

に
あ

る
玉
藻
廟
に
奉
安
さ
れ
て
い
る
。

浄
土
を
表
現
し
た
門
や
堂
と
は
、
ま
た
趣
き

の
異
な
る
堂
も
こ
の
寺
で
は
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、
浬
簗
門
を
抜
け

る
と
浬
葉
堂

(
三
仏
堂

)
が
あ
り
、
本
堂
門
を
く

ぐ
る
と
本
堂

が
見
ら
れ
る

こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
浬
繋
堂
は
、
阿
弥
陀
如
来

・
釈
迦
如
来

・
弥
勒
菩
薩

の
三
仏
を
本
尊
と
す

る
。

こ
こ
か
ら
三
仏
堂
と

い
う
呼

び
方

が
起

こ
っ
た
。

中

で
も
中
央
に
安

置
さ
れ
て

い
る
、
右
手

を
枕
に
し
て
横
た
わ
る
木
造
釈
迦
如
来
浬
繋
像
は
目
を
見
張
る
も

の
が
あ
る
。
「
讃
岐

の
寝
釈
迦
」
と
し
て
知
ら
れ
、

こ

の
足
元

に
毘
舎
離
城

の
老
女

が
立

っ
て

い
る
。

こ
こ
に
は
そ

の
他

に
も
文
殊

・
普

賢

・
弥
勒
三
尊
、
座
像
、
各
四
天

・
諸
大
士

・
梵
天

・
帝
釈
二
天
並

び
に
四
天
王

.

十
六
羅
漢

・
長
者
居

士

・
天
龍
八
部
善
神
等
、
ま
た
空
中
よ
り
摩
耶
夫
人

・
阿
弥
陀
律
尊
者

・
侍
女
等
雲

に
乗
じ
て
天
降
る
像
、
そ
の
他
動
物
五
十
二
類
の
木
像
が

安
置
さ
れ
て

い
る
。

こ
こ
に
あ
る
天
女
の
像

は
、
横
た
わ
る
浬
繋
像
を
見
守
る
よ
う
に
、
天
か
ら
降

り
て
来
て

い
る
様
子
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

五
十
二
種
類
の
木
像

の
動
物
に
、
特

に
興
味
を
引

か
れ
る
。
十
王
堂

の
閻
魔
大
王
以
下
十
王

が

『十
王
図
』
を
も
と
に
像

と
し
て
造
ら
れ
た
の
と
同
様

に
、

こ
れ

ら

の
動
物
も

『
浬
薬
図
』
を
も
と
に
し
て
造

ら
れ
て

い
る
よ
う

で
あ
る
。

五
十
二
種
と
数
多
く
な

っ
た
の
は
、
経

の
説
く
動
物
か
ら
身
近

に
い
る
動
物
ま
で
取
り
入

れ
よ
う
と
し

て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
為

か
動
物

の
表
現
が
ほ
ぼ
自
然

に
近

い
状
態

で
な
さ
れ
て

い
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
動
物

の
表
情
も
豊
か
で
あ
る
。

ま
た
、
彩
色
が
施

さ
れ
て

い
る
の
で
、
ま
る
で
動
物
図
鑑

の
よ
う
で
あ
る
が
、
現
在

で
は
破
損
し
て
い
た
り
色

が
剥

が
れ
落
ち
た
り
し
て

い
て
、
本
来

ど
の
よ
う

な
彩
色
で
あ

っ
た
の
か
判
断
し
に
く

い
と
こ
ろ
が
、
と
て
も
惜
し
ま
れ
る
。

し
か
し
、

こ
こ
で
も
頼
重

の
思
想
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。

つ
ま
り
極
楽
浄
土

の
世
界
を
現
実

の
も

の
と
し
て
作

り
上
げ

て
い
く

の
に
、
浬
藥
図
の
動
物
達
ま

で

も
像
と
し
て
表
現
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
寺

の
名
前

が

「
来
迎
院
」
と
す

る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
、
寺

の
細
部

に
至
る
ま
で
、
頼
重

の
心
配
り
が
あ

っ
た
と

い
え
る
だ

ろ
う
。

次

に
、
本
堂
に
は

「
円
光
大
師

一
刀
三
礼
作
」
と
伝
え
ら
れ
、

つ
ま
り
法
然
上
人
が

一
刀
入
れ
る
ご
と
に
三
度
礼
拝
し
て
刻
ま
れ
た
自
作

の
阿
弥
陀
如
来
と
言
わ

れ
る
、
本
尊
阿
弥
陀
如
来
が
安
置
さ
れ
、

こ
れ
が
生
福
寺
伝
来

の
仏
像
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
。

(30)
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一

ま
た
、
本
堂
と
捏
繋
堂

の
間
に
あ
る
祖
師
堂
と
呼

ば
れ
る
所
に
は
、
円
光
大
師

(
法
然
上
人
)
像
、
国
祖
君

(頼
重

)
御
法
体

の
像
、
当
山
の
歴
代
像

が
安
置
さ

れ
て

い
た
。
現
在

こ
れ
ら

の
像
や
歴
代
藩
主
及
び
内
室
の
位
牌
は
御
霊
屋
に
移
さ
れ
て
い
る
。

　

こ

の
御

霊
屋

は

、
本
堂

と
書

院

を

つ
な

ぐ
廊

下

の
途
中

に

あ

る
。

御
霊
屋

は

『境

内
古

図
』

や

『讃

岐

名
勝

図
会

』
、
中

山
城

山

に
よ

っ
て
書

か

れ
た

『
全
讃
史

』

の
中

で
も

見

ら
れ

な

い
た

め
、
近

代

に
な

っ
て
付
加

さ
れ

た

建
物

で
あ
る

こ
と

が
わ
か

る
。

炉

　　

21

 

3465

注
元
和
元
年

二

六

一
四
)
七
月
、
幕
府
か
ら
出

さ
れ
た

三
五
ヵ
条
か
ら
成
る
法
令
で
浄
土
宗
及
び
浄
土
宗
寺
院
に
つ
い
て
の
規
制
が
定
め
ら
れ
て

い
る
。

寛
文

一
〇
年

(
一
六
七
〇
)
正
月
、
松
平
頼
重

が
公
布

し
た
三
七
ヵ
条

か
ら
成
る
条
目
で
寺
院
法
度

・
規
約

に
類
す
る
も

の
で
あ
り
、
法
然
寺
の
性
格
を
表
わ
す
も

の

と
さ
れ
て

い
る
。
知
恩
院
宮
尊
光
法
親
王

が
序
を
記
し

、
本

山
知
恩
院
第
三
七
代
玄
誉
知
鑑
ほ
か
諸
本
寺
、
関
東
十
八
檀
林
の
各
長
老
が
連
判
し
、
頼
重
自
筆

の
奥
書

が
あ
る
。
法
然
院
所
蔵
。

(『
香
川
叢
書
』
第
二
所
収
)
。

法

然
寺

に
伝
存
す
る
古
記
録

の

一
つ
で
延
享
三
年

(
一
七
四

六
)
ご
ろ
、
第

=

世
紹
誉
学
超
の
代
に
筆
録
さ
れ
た
も

の
で
、
法
然
寺

の
由
緒

や
宝
物
に
関
し
て

の
、

も

っ
と
も
古
い
記
録

で
あ

る
。

D

正
式
に
は

「
法
然
寺
旧
境
内
御
朱
印
付
属
絵
図
面
」
と
名
付
け
ら
れ
て

い
る
。
雌
山
か
ら
雄
山
ま

で
の
境
内

と
諸
堂

が
描
か
れ
、
建
物
に
は
そ
れ
ぞ
れ
名
称
と
規
模

・

6

法

量
が
記
さ
れ
て

い
る
。
頼
重
開
創
当
時

の
図
面
と
考

え
ら
れ
て

い
る
。
法
然
寺
所
蔵
。

嘉

永
六
年

(
一
八
五
三
)、
梶
原
藍
水
に
よ

っ
て
編
纂

さ
れ
た
讃
岐
国

の
地
誌
。

文

政

一
一
年

(
一
八
二
八

)、
中
山
城
山

に
よ

っ
て
著

わ
さ
れ

た
讃
岐
国
の
地
誌
で

一
二
巻
か
ら
成

っ
て

い
る
。

?

 

轍

三

松
平
家
墓
所
の
設
営
と
現
状

法
然
寺
は
松
平
家
の
菩
提
寺
と
し
て
建
立
さ
れ
、
そ

の
内
外

に
は
、
藩
主
松
平
頼
重

の
強

い
信
仰
心
が
余
す
所
な
く
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
藩
主

の
墓
所
を
意
識
し
て
、
仏
生
山
来
迎
院
法
然
寺
を
作
り
あ
げ

た
の
で
は
な

い
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

法
然
寺
を
建
立
す
る
五
～
七
年
前
に
、
頼
重

に
と

っ
て
大

切
な
人
物
を
続
け
て
失

っ
て

い
る
。
寛
文
元
年

(
一
六
六

一
)
七
月
二
十
九
日
、
父
頼
房
が
死
去
し
、

大

名

家

墓
所

の

[
例

(
二
)



大
名
家
墓
所
の
一
例

(二
)

同
年
十

一
月
十
四
日
に
は
母
久

(
久
昌
院

)
が
亡
く
な

っ
て

い
る
。

さ
ら
に
夫
人

の
万
姫
ま
で
も
、
寛
文
三
年

二

六
六
三
)
八
月
三
日
に
は
亡
く
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

そ
れ
以
前

に
も
祖
母
の
英
勝
院
を
、
頼
重
が
高
松

に
入
封
し
た
三
ヵ
月
後

の
寛
永
十
九
年

(
一
六
四
二
)
八
月
に
失

い
、
何
か
と
目
を
か
け
て
く
れ
て
い
た
将
軍

家
光
に
も
先
立
た
れ
、
相
次
ぐ
肉
親
と

の
死
別

が
頼
重
に
と

っ
て
、
神
仏
の
崇
拝
を
よ
り

一
層
高
め
る
き

っ
か
け
と
な

っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

江
戸
幕
府
三
代
将
軍
家
光

の
思
想

は
、
天
海
と

い
う
人
物

の
影
響

が
大
き

い
こ
と
は
周
知

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
家
光
が
祖
父
で
あ
る
初
代
将
軍
家
康
を
と
て
も
慕

い
、
日
光
東
照
宮
を
作

っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
見

て
も
、
家
光

に
と

っ
て
天
海

の
存
在

は
重
要
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
、
頼
重

に
は
影
響
を
受
け
た
よ
う
な
人
物
は
見
当
た
ら
な

い
。
幼
少
の
頃
か
ら
肉
親
と
離
れ
て
た
だ

一
人
、
京
都

・
天
龍
寺
近
く

で
育

っ
た
こ
と
が
、

自
分
を
信
じ
、
ま
た
宗
教
の
信
仰
心
を
強
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

初
代
領
主

と
い
う
意
識
か
ら
、
歴
史
に
関
心

が
高
く
な

っ
て
い
た

こ
と
も
、
歴
史
か
ら
頼
重
自
身
が
何
か
を
学
び
取
り
、
頼
重
独
自
の
思
想

へ
の
量
と
し
て

い
っ

た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
も
、
特

に
浄
土
宗

と
天
台
宗
に
深
く
帰
依
し
て

い
た
よ
う
で
、
そ
れ
は
、
壮
大
な
墓
所
と
寺
院
の
設
計

に
歴
然
と
し
て
表

恥6

わ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

『仏
生
山
法
然
寺
条
目
』

の
中

に
は
、
墓
所
と
し
て

の
あ
り
方

に
つ
い
て
書

か
れ
た
条
文
が
あ
る
。

一
、
般
若
吉
室
之
外
者
不
レ
撰
二道
俗
貴
賎
」
墓
庭
所
望
次
第
可

一為
レ建
レ
之
。

山
中
寺
内
諸
木
不
二
伐
採
一様
仁
、
場
所
可
二
相
構

一事
。

こ
の
条
文

は
、
藩
主

の
墓
所

の
般
若
台
以
外

で
あ
れ
ば
、
身
分
を
問
わ
ず
希
望
す
る
場
所
に
墓
地
を
建
て
て
も
よ

い
、
と
認
め
て

い
る
。
し
か
し
、
山
中
や
寺
周

辺
の
木
は
伐
採
せ
ず
に
、
墓
地
を
作

る
よ
う
に
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。

松
平
頼
重

の
考
え
方
と
同
様
な
考
え
を
持

っ
た
藩
主
墓
所

の

一
例

と
し
て
、
加
賀
藩
主

・
前
田
家

の
墓
所
が
あ
る
。
金
沢
市
野
田
町
に
あ
る
野

田
山
墓
地
が
そ
れ

で
あ
る
。

こ
の
山
頂
に
は
、
加
賀
藩
歴
代
藩
主

の
墓
所
が
、
広
大
な
墓
域
を
以
て
存
在
し
て

い
る
。

し
か
し
、

こ
の
墓
所

は
他

の
藩
と
違

っ
て
、
神
式

に
よ

っ
て
葬

ら
れ
た
墓
地
で
あ
る
た
め
、
廟
も
石
塔
も
な
く
、
塚
を
築

い
た
だ
け
で
、
藩
主

の
墓
所
と
し
て
は

大
変
質
素
な
も

の
で
あ

る
。
四
代
光
高

の
頃
か
ら
、
前
田
家
の
聖
地

と
し
て
整
備
さ
れ
た
。

家
臣
や
町
人

の
墓
は
、
前
田
家

の
墓
地
よ
り
低

い
所
に
建
て
ら
れ
、
生
き
て
い
る
時
の
身

分
そ

の
ま
ま
に
分
け
て
建
て
ら
れ
て

い
る
。

こ
こ
に
も
、
封
建
時
代

の

ゆ



身

分
階
級

が
色
濃
く
表
わ
れ
て

い
る
。

し
か
し
、
身
分

が
違

っ
て
も
藩
圭

と
同
じ
墓
地
に
眠
る
こ
と
に
代
わ
り
は
な

い
。
死
後
も
な
お
、
主
従

の
き
ず
な
を
大

切
に
す

る
加
賀
藩
初
代
藩
主

・
前

田
利
家

(
一
五
三
八
ー
九
九
)
の
考
え
が
、
見
事

に
こ
の
野
田
山
墓
地

に
表
わ
れ
て

い
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

前
田
利
家

と
松
平
頼
重

二

六
二
二
ー
九
五
)
で
は
、
時
代
が
百
年
近
く
違

っ
て

い
る
が
、
利
家

の
考
え
を
頼
重
が
ど
こ
か
ら
か
耳

に
し
、
共
感
す

る
も

の
を
感

じ
た
の
か
、
頼
重
自
身

が
高
松
で
菩
提
寺
を
造
る
時

の
ヒ
ン
ト
に
し
た

こ
と

は
、
決
し

て
な

か

っ
た
と
は
言

い
難

い
。

頼
重
も
、
般
若
台
以
外

で
あ
れ
ば
、
身
分
を
問
わ
ず
希
望
す
る
場
所

に
墓
を
建
て
る
こ
と
を
、
条
文
の
中

で
も
認
め
る

こ
と
を
明
確
に
し
て

い
る
。

藩

の
血
を
絶
や
さ
な

い
よ
う
、
藩

の
安
泰

の
た
め
に
、
初
代
藩
主
が
墓
造

り
に
力
を
注
い
だ
の
で
あ
る
。
藩

の
安
泰
と

い
う

こ
と
は
、
庶

民
が
藩

に
対
し

て
反
抗

的

に
な

ら
な

い
よ
う
に
す
る
こ
と
も
、
大

切
な

こ
と

に
な

っ
て

い
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
法
然
寺
と

い
う
墓
所
を
見
る
と
、
藩
主

や
そ

の
家
臣
だ
け
で
な
く
、
庶
民
ま
で
も
が
共

に
浄
土

で
き
る
よ
う

に
、
伽
藍
配
置
に
ま

で
細

か

く
頼
重

の
考
え
が
表
わ
れ
て
く
る
の
で
あ

る
。

3ー

亡
く
な

っ
た
人

(
家
臣
及
び
庶
民
)
は
、
見
返
り
地
蔵

で
地
蔵

に
見
送
ら
れ
な
が
ら
現
世
と
別
れ
を
し
て
、
総
門
を
通
る
。
す
ぐ

に
十
王
堂
で
、
十
人

の
王
に
よ

6

っ
て
現
世

の
悪
事
な
ど
全
て
裁

か
れ
る
の
で
あ
る
。

十
王
堂
で
裁
き
を
終
え
た
ら
、
極
楽

へ
通
じ
る
道

に
沿

っ
て
行
く
。
黒
門

へ
続
く
、
左
右

の
蓮
池
に
挟
ま
れ
た
松
林
の
道
を
進

む
。
こ
の
道

は
、
仏
教

で
い
う
「
二

河
白
道
」
で
は
な

い
か
と
い
わ
れ
て

い
る
。
そ
れ
か
ら
、

一
直
線

に
真
東
に
向

い
た
般
若
台
ま

で
の
道
を
進
ん
で

い
く
の
で
あ

る
。

仁
王
門
、
石
畳
を
上

が

っ
て
四
天
門

(
跡

)、
石
段
を
進
ん
で
二
尊
堂
、
ま
た
石
段

が
あ

っ
て
鐘
楼
門

へ
、
さ
ら

に
急

な
石
段
を
登
る
と
来

迎
堂

へ
と
続

い
て

い

る
。
来
迎
堂

の
背
後
、
仏
生
山

の

一
番
高

い
所

に
頼
重

の
墓
所

(
も
と
は
般
若
堂

)
が
あ
る
。

こ
れ

が
西
方
浄
土

に
模
し
て
作
ら
れ
た
、
頼
重

に
と

っ
て
の
極
楽
浄

土
の
世
界

で
あ
る
。

般
若
台
に
は
、
釈
迦
で
あ
り
阿
弥
陀

の
化
身
と
な

っ
た
頼
重
が
、

い
つ
も
庶
民
を
、
高
松

の
人

々
全
て
を
見
守

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
頼
重

に
と

っ
て
の
極
楽
浄

土

の
世
界

の
極
み
が
、
自
分
が
釈
迦
あ
る

い
は
阿
弥
陀
と
な

っ
て
、
庶
民
を
極
楽

へ
導
か
ん
と
す
る
仏
生
山
来
迎
院

の
完
成
で
あ

る
と

い
え
よ
う
・

こ
の
よ
う

に
、
法
然
寺

の
設
計

が
頼
重

の
思
想
と

"
般
若
台
"
と

い
う
藩
主

の
墓
所

を
意
識
し
て
作
ら
れ
て

い
っ
た
こ
と
は
明

か
で
あ
る
。

大
名
家
墓
所
の
↓
例

(
二
)

　　　
呼

O



大
名
家
墓
所
の
一
例

(
二
)

来
迎
堂
か
ら
山
に
沿

っ
て
左
手

に
行
く
と
、
般
若
門

が
あ
る
。

こ
れ
を
通
り
抜
け
、
石
段
を
上
が
る
と
右
手

に
は
初
代
英
公
と
三
代
恵
公

の
墓
所

が
、
山
頂
か
ら

見
下
ろ
す
か
の
よ
う

に
建

っ
て

い
る
。

さ
ら
に
、
ゆ
る
や
か
な
石
段
に
続
く
先
に
は
、
法
然
上
人
の
塔
が
あ

る
。
初
代
英
公
、
三
代
恵
公
と
上
人

の
塔

の
間

に
は
、
石
囲

い
の
構
え

が
さ
れ
た
源
威
塔
、

英
勝
院
塔
、
久
昌
院
塔
、
英
公
夫
人
の
塔
が
あ
る
。
石
段
を
は
さ
ん
で
、
英
公

の
次
男
で
水
戸
光
囲
の
養
子
と
な
り
、
水
戸
家
三
代
目

に
な

っ
た
綱
方

の
塔

(
源
靖

塔

)
が
あ
る
。
ち
な
み
に
、
法
然
上
人
の
塔

の
ま
わ
り
に
は
、

石
囲

い
は
さ
れ
て

い
な
い
。

次
に
、
上
人

の
塔

か
ら
右
奥

へ
石
畳

の
敷

か
れ
た
道

が
続

い
て
い
る
。

こ
れ
に
従

い
進
ん
で
い
く
と
、
四
代
懐
公
と
そ
の
夫
人
、
五
台
穆
公
と
そ
の
夫
人
が
並
ん

で

い
る
。
石
畳

は
五
代
夫
人

の
と

こ
ろ
で
、

一
旦
途
切
れ
る
。

が
、

石
段
を
数
段
下
り
る
と
、
再
び
代

々
藩
主

の
墓
所

へ
と
導
く
よ
う

に
石
畳
が
敷
か
れ
て

い
る
。

こ
の
石
畳
を
背
に
す
る
よ
う

に
六
代
定
公

の
墓
所
が
あ
り
、

こ
の
ち
ょ
う
ど
真
後
ろ
あ

た
り
に
、
七
代
欽
公
が
あ
る
。
隣
に
は
七
代
夫
人
、
八
代
嚢
公
と
続
く
。

十

一
代
艶
公

は
、
六
代
定
公

の
墓
所
か
ら
北

の
石
段
を
少
し
上
が
る
と
、
松
平
家

の
十

二
、
十
三
代
の
新
し

い
墓
と
共

に
建

っ
て

い
る
。

般
若
台
が
完
成
さ
れ
た
当
初
は
、
法
然
上
人
の
塔
の
少
し
奥
あ
た
り
ま

で
の
墓
所
で
あ

っ
た
よ
う
だ
が
、
後
代
に
な

っ
て
南
方
を
か
な
り
拡
張
さ
れ
た
の
で
は
な

鋤

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

ー

初
代
英
公

の
墓
所

は
、
東
西

・
南
北
共
に
十
四
メ
ー
ト

ル
の
方
形

で
、
周
囲
に
は
約
ニ
メ
ー
ト

ル
の
石
垣
が
積
ま
れ
て
い
る
。
正
面
中
央
が
石
段

で
、
中
程
左
右

に
二
基

の
石
灯
籠
が
あ
る
。
前
面
に
は
間

口
十
メ
ー
ト

ル
、
奥
行
四

・
六
メ
ー
ト

ル
の
石
列
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
古
図
に
見
た
拝
殿

・
般
若
堂

の
基
礎
で
あ

っ
た
と

推
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

現
在
見
る

こ
と
の
で
き
る
墓
所
は
、
二
段

の
台
座
、
同
じ
く

二
段

の
基
礎

の
上
に
、
大
形

の
無
縫
塔

(卵
塔
)
を

の
せ
た
墓
塔
で
あ
る
。
塔
身

の
高
さ
ニ
メ
ー
ト

ル
、
根
元
で
の
幅
六
十
五
セ
ン
チ
、
最
大
幅
九
十
五
セ
ン
チ

の
大
き
さ
と
な

っ
て

い
る
。
塔

の
中
央

に
は
、

元
禄
八
乙
亥
年

龍
雲
院
殿
雄
蓮
社
大
誉
孤
峯

源
英
大
居
士
尊
儀

四
月
十
二
日

と
戒
名
を
没
年
が
刻
ま
れ
て

い
る
。
戒
名

の
右
横
に
は
、
亡
く
な

っ
た
時
点

で
の
官
職
名
と
官
位
も
刻
ま
れ
て

い
る
が
、

こ
こ
で
は
省
略
す
る
。



次

に
、
三

代
恵

公

の
墓
所

は
、
初

代
英

公

の
向

か

っ
て
左

側

、

】
段
下

が

っ
た
と

こ
ろ

に
位

置
す

る
。

構
造

は
ほ
ぼ
同
じ

で
あ

る

が
、
平

面

は
東

西

・
南

北
共

に

六

・
五
メ
ー

ト

ル
で
、
初

代

の
約

四
分

の

一
の
広

さ

で
あ

る

。

初
代

の
墓
所

の
南
東

隅

に
、

幅
ニ

メ
ー
ト

ル
、
奥

行

五

・
六

メ
ー

ト

ル
の
部

分

が
く

い
込

ん
で

い
る
。

こ

こ
に
も
墓

塔

の
正
面

と
石

段
下

に
長
方

形

の
石
列

が
残

っ
て

い
る

こ
と

か
ら
、
拝

殿

と
廟

が
あ

っ
た

こ
と

が
分

か
る
。
墓

塔

の
形

も
同

じ

で
、

中
央

に
戒
名

と

没

年

が
刻

ま
れ

て

い
る
。

享

保

二
十

乙
卯

年

故
従

四

位
左

近
衛
権
中

将

兼
讃

岐
守

高
林

院
殿

真

蓮
社
廓

誉

了
然

源
恵

大

居
士
尊

儀

十

月

二
十

日

次

い
で
、

『
境
内

古
図
』

か
ら
昔

の
完

成

当
初

の
般
若

台

を
復
原

し

て
み

る

こ
と

に
し

た

い
。

来

迎
堂

の
後

ろ

に
は

石
垣

が
築

か
れ
、

さ
ら

に
棚
を

め
ぐ

ら
し

た
部

分

が
あ
る

が
、

こ

こ
か
ら

「般

若

台
」

に
当

た
り
、

一
般

の
人

々
と

の
墓

地

の
境

界
線

に
相

鋤

当
す

る

の
で

は
な

い
か
と
思

わ
れ

る
。

ー

中
央

か
ら
南

寄

り

に
二

つ
の
門

が
描

か

れ
て

い
る
が
、
手

前

が
般

若

門
、

左
奥

が
鎮
守
社

に
面
し

た
門

で
あ

る
。
般

若
台

の
中
央

に
は
建

物

が
描

か
れ
、

一
見
重

層

に
見

え

る

が
、
図

を
よ
く

見

る
と
、

上

に
は

「
般

若
堂

」
、

下

に
は

「
同

拝
殿

」
の
注
記

が
さ

れ
て

い
る

。

こ

の
図

で
見
る

と
、
般

若
堂

は
宝
形
造

の
建

物

で
あ

っ

た
ら

し

い
。

ま

た
、
拝

殿

は
間

口
五
間
、

奥
行

三

間
、

中
央

が
吹
き

抜

け

に
な

っ
て

い
る
建

物

で
あ

っ
た
も

の
と

み
ら
れ

る
。

ま

た
、

『
讃
岐

名
勝

図
会
』

に
見

る
般

若

台

の
様

子

は
、

般

若
台

と

の
境

界
が
石

垣
と
塀

に
よ

っ
て
成

さ

れ

て

い
る
。

『讃

岐
名

勝

図
会
』

が
出

来
上

が
る
頃

に
は
、

ま

だ
般
若

堂

が
残

っ
て

い
た
ら
し

く
、

こ
れ
以
外

の
廟

の
屋
根

が
数

々
般

若
台

の
中

に
描

か
れ

て

い
る
。

こ

の
本

が
編
集

さ

れ

た

の
が
、

嘉
永

六
年

(
一
八

五
三

)

で
あ

る

か

ら
、
般

若

台

に
は
二
代

と
九
代

を
除

く

、
初

代

か
ら
八
代

ま

で

の
七

つ
の
墓

所

が
あ

る

は
ず

で
あ

る
。

こ
の
他

に
石
囲

い
さ
れ
た

父
や
祖

母
、
妻

の
墓

所

も
す

で

に
建

て
ら

れ

て

い
る

の
だ
か
ら
、

般
若

堂
以
外

の
数

々
の
廟

は
、
歴

代
藩

主

と
そ

の
妻

の
墓
所

に
当

た

る

の
で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。
規

模

は
小
さ

い
な

が
ら

も
、
歴

代

藩

主

と
そ

の
妻

の
墓

所

で
廟
を

造

っ
て

い
た

こ
と

に
は
驚

か
さ

れ

た
。

藩

主

の
墓

所

で
あ

る
般
若

台

に

は
、
高

松
藩
初

代
藩
主

・
頼

重

の
墓
を

は

じ
め
と

し

て
代

々
藩
・王
や
妻

子

の
墓

が
あ

る
。
頼

重

ら
し
さ

を

強
く
感

じ

る

の
が
、
般

大
名
家
墓
所
の

一
例

(
二
)
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若
台

の
ほ
ぼ
中
心
に
あ
た
る
所

に
、
法
然
上
人

の
塔

が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
や
、
父
頼
房
や
祖
母
英
勝
院
、
母
久
昌
院
、
夫
人

の
万
姫
の
塔
が
頼
重
と
上
人
の
間
に

置
か
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
、
そ
れ
は
と

て
も
大
切
に
想

っ
て
い
た
人
物
は
頼
重
自
身

の
そ
ば
に
い
て
ほ
し

い
気
持
ち
の
表
れ
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

般
若
台
に
代
々
藩
主

の
墓
が
あ
る
。
と
先

に
述
べ
た
が
例
外

が
あ
る
。

二
代
頼
常
、
九
代
頼
恕

の
墓
は
香
川
県
大
川
郡
志
度
町

に
あ

る
霊
芝
寺

に
、
十
代
頼
胤
は

東
京
都
文
京
区
小
石
川

の
伝
通
院
に
お

い
て
夫
人
と
共
に
葬

ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
十

一
代
頼
聡

の
墓
は
般
若
台

に
存
在
す

る
の
だ
が
、

こ
こ
に
は
彼

の
遺
髪

が
葬
ら
れ
て
お
り
、
遺
骨
は
夫
人
と
共
に
東
京
都
台
東
区
下
谷

の
谷
中
墓
地
で

葬
ら
れ
て

い
る
。
ち
な
み
に
、
十
二
代
目
の
頼
寿
氏

の
墓
も
十

一
代

の
側

に
あ

る
の
だ
が
、
同
様

に
遺
髪

の
み
で
、
遺
骨

は
谷
中
墓
地
に
葬
ら
れ
て
い
る
。

大
抵

の
場
合
、
藩
主
と
共
に
夫
人
の
墓
も
同
じ
地
に
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
も
例
外
が
あ

る
。

二
代
頼
常
、
九
代
頼
恕
そ
れ
ぞ
れ
の
夫
人
の
墓

は
、
仏
生
山
法
然

寺
般
若
台

の
中

に
あ
る
。
ま
た
、
三
代
頼
豊
夫
人
の
墓

は
谷
中
墓
地
に
、
六
代
頼
真
夫
人
は
東
京

・
池
上

の
本
門
寺

に
あ

る
。

あ
と
異
例

と
し
て
、
般
若
台

で
二

つ
夫
人

の
墓
を
持

つ
も

の
が
あ
る
。
八
代
頼
儀

の
夫
人
が
そ
れ
で
、
前
妻

の
順
正
院
と
後
妻

の
圓
浄
院

の
二
人
勿
墓
が
あ
る
。

お
そ
ら
く
頼
儀
に
と

っ
て
は
、

二
人
と
も
か
け

が
え

の
な

い
大
切
な
妻

で
あ

っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

ωω

こ
こ
で
、

二
代
頼
常

と
九
代
頼
恕
が
眠

っ
て

い
る
霊
芝
寺

に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
霊
芝
寺
は
元
律
宗

の
寺
院

で
、
藩
主
頼
重
が
帰
依
し
て
い
た
恵
忍
と
共

に

寛
文
二

(
一
六
六
二
)
年

に
復
興
さ
れ
、
東
林
山
霊
芝
寺
と
称
し
た
、
と

『
讃
岐
名
勝
図
会
』

に
書

か
れ
て

い
る
。

頼
常
は
、
頼
重

に
つ
い
て
日
内
山
に
何
回
か
足
を
運
ん
で
い
る
う
ち
に
こ
の
地
が
気

に
入

っ
た
と
み
ら
れ
、
自
分
が
永
眠
す
る
地
と
し
て
選
ん
で
い
た
よ
う
で
あ

る
。
彼
は
周
知

の
通
り
頼
重

の
養
子
で
、
実
父
は
あ

の
水
戸
光

囲
で
あ
る
。
水
戸
家
は
儒
教

を
重
ん
じ
る
家

で
あ

っ
た
た
め
、
頼
常
も
儒
教
を
評
価
し

て
い
た
よ
う

で
あ
る
。

し
か
し
、
養

父
頼
重

は
仏
教

に
帰
依
し
て

い
た
た
め
に
、
自
分
の
墓
所

は
仏
生
山
法
然
寺

で
は
な
く
、
日
内
山
の
霊
芝
寺

に
し
た
の
で
は
な

い
か
。
彼

の
遺
言

で
、

葬
儀

は
水
戸
家

の
家
風
に
従

っ
て
行
わ
れ
、
儒
式
で
葬
ら
れ
て

い
る
。

ち
な
み
に
、
九
代
頼
恕
も
水

戸
家
か
ら
の
養
子
相
続

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
二
代
頼
常
と
同
じ
境
遇

で
あ

っ
た
と
し
て
、
頼
常
を
慕

っ
て

い
た
の
で
は
な

い
か
と
思

わ
れ
る
。
よ

っ
て
、
彼
と
同
様

に
墓
所
を
霊
芝
寺
と
し
、
頼
常

に
よ
り
近

づ
こ
う
と
し
た

の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。

さ
て
、
般
若
台

に
は
二
代

・
九
代

・
十
代
藩
主
を
除

い
て
、
初
代
頼
重

か
ら
十

一
代
頼
聡
ま
で

の
八
人
の
藩
主

の
墓
が
あ
る
。

こ
れ
ら
藩
主

の
墓
に
全

て
見
ら
れ

1

,

t
妻



る
特
徴

は
、

墓

の
ま

わ
り

に
石

囲

い
が
あ
り
、

数

段

の
石

段

も
見

ら
れ

る
。

ま

た
入

口
に
は
、

石

灯
籠

一
対

が
建

て
ら

れ
て

い
る

こ
と

で
あ

る
。

妻

の
墓

の
ま

わ

り

も

石
囲

い
、

石

灯
籠

は
同
様

に
見

ら
れ

る

が
、

や
は
り
時

代

が
男

尊

女
卑

で
あ

る

た
め
、
妻

の
墓

は

一
段
低
く

、

規
模

も

小
さ

く
作

ら

れ
て

い
る
。

中

で
も

一
番
規

模

が
大

き
く

、
墓
所

も

広

い
の
は
藩

祖
頼

重

の
墓

で

あ

る

こ
と

は
言

う
ま

で
も
な

い
。

何
故

な

ら

、
般

若
台

は
頼

重

の
墓
所

で
あ

る

こ
と
を

念

頭

に
置

い
て
作

ら

れ
た
も

の
で
あ

る

か
ら

で
あ

る
。

ま

た
、
三

代
頼
豊

の
墓
所

は
、
藩

祖
頼

重

の
す
ぐ

隣

に
あ

る

の

だ
が
、

面

白

い
こ
と

に
、

頼

重

の
墓
所

の

一
部

を
削

っ
て
、

少
し

低

い
位

置

に
作

ら
れ

て

い
る
。

他

の
代

の
墓

に
は
見

ら
れ

な

い
こ
と
な

の
で
、

よ

り

一
層

興

味
を

引

い
て
し

ま
う
。

頼

豊

は
頼
重

の
子
、

頼
候

の
子

で
、

つ
ま

り
頼
重

は
祖

父

に
あ

た
る
。

敏
腕

を

振

っ
て
高
松

藩
を
盛

り
上
げ

て
き

た
祖

父
頼
重

を
、
頼

曲
豆
は

と

て
も
尊

敬

し

て

い
た
結

果
、

頼
重

の
側

で
、
墓

所

の

一
部

を
削

っ
て

ま

で
も
近

く

に

い
た

か

っ
た

の

で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。

他

の
藩

主

の
墓
所

を

見

て

み
る

と
、

藩

祖
と

三
代

の
藩

を

法
然

上

入

の
塔

を

は
さ

ん

で
、

西
南

の
方

角

に
四

代

か

ら
十

一
代

の
藩
主

ま

で
、
集

中

し

て
建

て

ら
れ

て

い
る
。

し

か
し

、
四

代

か
ら

十

一
代

の
墓

の
並

び
方

は
、
特

に
き

ま
り

の
よ

う
な

も

の
は
見

ら
れ

な

い
。

と

い
う

の
も
、

四
代

・
五
代

の
墓

は
、

そ

れ
ぞ

れ
隣

に

わ6

妻

の
墓

を
置

き
な

が
ら

も
並

ん

で
建

っ
て

い
る

。

そ
れ

か
ら

、
石

垣
を

降

り

る
と
手

前

に
六
代

の
墓
、

そ

の
後

ろ

に
七

代

と
そ

の
妻

の
墓
、

八
代

の
墓

が
並

ん

で

い

る
。

十

一
代

の
墓

は
、

ち

ょ
う

ど
四
代

・
五
代

の
墓

か

ら
石

垣
を

降

り

た
正
面

あ

た
り

に
建

て

ら
れ

て

い
る
。

ち

な

み
に
、
藩

祖

か
ら

一
番

離

れ

た
所

に
位

置
す

る

の
は
、

八
代
裏

公

の
墓

と
な

っ
て

い
る
。

「
仏
生

山
法

然
寺

松
平

家
墓

所

平
面

図

」

か
ら

は
分

か
ら

な

い
が
、

実

際

に
般
若

台

に
立

っ
て

み
る
と

石
垣

が

い
く

つ
も

見

ら
れ
、

後
世

に
な

っ
て
拡

張

さ
れ

た

こ
と
を
物

語

っ
て

い
る
。

墓

所

と
し

て

の
法

然
寺

は
、
そ

れ

は
壮

大
な

墓
所

で
あ

る

し
、
他

の
大

名

に
は
見

る

こ
と

の
で
き
な

い
藩

祖
頼

重

の
思

想

や
力

量

が
う

か

が
え

る
、
絶

好

の
場

所

だ
と

い
え
よ
う

。

♪噛
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四

法
然
寺
と
墓
所
に
つ
い
て
の
所
見

法
然
寺

の
あ
る
仏
生

山
町
は
、
古
代

・
律
令
制
度
下

に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
郡
郷
に
よ
る
と
香
川
郡
百
相

(
も
も
な
み
)
郷
で
あ
り
、
す
ぐ
北

に
は
讃
岐
国
を
東

西
に
貫
く
官
道

(
南
海
道
)
が
通
じ
て
い
た
。
西
北
方
約
四
キ

ロ
に
は
、
讃
岐
国

一
の
宮
と
し
て
尊
崇
さ
れ
て
来
た
式
内
田
村
神
社
が
鎮
座
し
て

い
る
。

近
世
に
は
百
相

(
も
あ

い
)
村
と
よ
ば
れ
て

い
た
が
、
明
治
三
十

一
年

(
一
八
九
八
)
に
町
制

が
施
行
さ
れ
仏
生
山
町
と
な

っ
た
。

法
然
寺
は
標
高
八
五
ー
ニ
メ
ー
ト

ル
を
は
か
る
雄
山

(
お

の
や
ま
)
の
ふ
も
と
か
ら
山
頂
に
か
け

て
伽
藍
が
営
ま
れ
て
い
る
が
、
又
の
名
を
来
迎
山
と

い
う
。
仏

生
山

の
名
は
、
法
然
寺

の
創
建
に
際
し
て
仏
舎
利
が
出
土
し
た

こ
と
に
由
来
し
、
正
式

の
名
称
を
仏
生
山
来
迎
院
法
然
寺
と

い
う
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
。

高
松
藩
初
代
藩
主
頼
重
は
、
法
然
寺

の
創
建
と
と
も
に
、
海
岸
に
面
し
た
高
松
城

(
玉
藻
城
)
か
ら
、
城
下
を
通

っ
て
法
然
寺

に
至
る
街
道
を

つ
く

っ
た
。

こ
れ

謝

が
仏
生
山
街
道
で
あ
る
。
現
在
に
お

い
て
は
仏
生
山
町
に
入

っ
た
門
前
を
除

い
て
旧
街
道

の
お
も

か
げ
は
失
わ
れ
て
い
る
が
、
地
図
の
上

で
検
討
し
て
み
る
と
、
法

ー

然
寺
が
高
松
城

の
ほ
ぼ
真
南
に
位
置
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

現
在

で
も
高
松
市
街
か
ら
南
下
す

る
と
、
平
野
が
ひ
ろ
が
り
、
東
西
に
連
な
る
讃
岐
山
脈
を
背

に
三

つ
の
小
丘
が
目
に
入

っ
て
く
る
。
右
が
法
然
寺

の
あ
る
雄
山
、

中
央
が
仏
生
山
町
の
氏
神
縢

(ち
き
り
)
神
社

の
祀
ら
れ
て

い
る
雌
山

(
め
ん
の
や
ま
)、
左
が
少
し
高
く
標
高

一
九

一
メ
ー
ト

ル
の
火
山

(
ひ
や
ま
)
で
あ
る
。

地
図
を
見

て
気
づ

い
た
も
う

一
つ
は
、
法
然
寺

の
占
地
と
伽
藍
の
造
営
に
当

た

っ
て
、
頼
重
は

こ
れ
ら

の
山
を
強
く
意
識
し
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
を
説
明
す
る
に
当
た

っ
て
、
前
章

に
述
べ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
改
め
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
と
す

る
。

ま
ず
、
法
然
寺

の
伽
藍
は
三

つ
の
中
軸
線
を
持

っ
て

い
る
。
仏
生
山
街
道
は
縢
神
社
の
あ
る
雌
山

の
ふ
も
と
で
つ
き
当
た
り
、

こ
こ
で
右

へ
折
れ
て
山
の
後
ろ

に

回

っ
た
と
こ
ろ
に
表
門
が
あ
り
、
門
を
入

っ
て
す
ぐ
右
側
に
あ
る

の
が
十
王
堂

で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
約

一
町
余

二

一
〇
メ
ー
ト
ル
)
の
参
道

が
つ
づ
き
、
道

の
右

側
、
現
在
は

一
段
低

く
な

っ
て
小
学
校

の
敷
地
と
な

っ
て
い
る
が
、
も
と
は
蓮
池
で
あ

っ
た
。
左
側
は
前
池
と

い
う
大
き

い
溜
池

で
、
雄
山

の
南
方

に
ひ
ろ
が
る
平

池
と
は
水
路
が
通
じ
て
い
る
。

こ
の
参
道
は
池

の
堤
防

の
役
割
も
果
た
し
て

い
る
が
二

つ
の
池
を
放
生
池
に
見
立
て
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。

●

董
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参
道

の
突
き

当

た
り

に
あ

る

の
が
表
門

(
俗

に
黒

門
と

よ

ば
れ

て
い
る

)
で
、
門
を

入

る
と
広
場

で
、

む
か
し

藩
侯

が
参
拝

さ

れ
る
時

に
は

人
馬

の
休
息
す

る
場

所

、
あ

る

い
は
作
業
場

と
し

て
使

わ

れ
て

い
た
と

い
う

こ
と

で
あ

る
が
、

現
在

は
駐
車

場
と

な

っ
て

い
る
。

こ
こ

で
少
し
ず

つ
距

た
り
を
も

つ
三

つ
の
門

に
出

会
う

の

で
あ

る
が
、

一
ば

ん
左

(
南
側

)

が
仁

王

門
、
ま

ん
中

が

浬
繋

門
、
右

(
北

側

)
が
本

堂

門

で
あ

る
。

こ
れ

で
わ

か
る
よ
う

に
、

三

つ
の
門

と
そ
れ

か
ら
延

び
る

ラ

イ

ン
を
基
準

と
し

て
法
然

寺

の
境

内

が
三

つ
の
機
能

に
分

か

れ
る

の
で
あ

り

、
そ

れ
ぞ
れ

の
機

能

に
応

じ
て
境

内

と
伽

藍

が
区

分
さ

れ
、

建
物

の
配

置
も

そ
れ

に

従

っ
て

い
る

こ
と
が

わ

か
る
。

こ
の
中

で
も

っ
と
も

重
要

で
あ

り
、
し

か
も
中

心
的

役
割

を
果

た
し

て

い
る

の
が
、

仁
王
門
ー

韓
門

(四
天
門
、
建
物
は
現
存
し
な

い
が
遺
構
が
あ
る
)

文
珠
楼

二
尊
堂

来
迎
堂

と

つ
づ

く
ラ
イ

ン
で
あ

る
。
来

迎
堂

の
背

後

は
松

平
家

の
墓

所

で
あ
る
般

若
台

が

ひ
ろ
が

っ
て

い
る
が
、

か

つ
て
は

同
じ
ラ
イ

ン
上

に
初
代

藩
主

頼
重

の
墓
所

で
あ

る
般

若
堂

と
そ

の
拝
殿

が
前

後

に
建

て
ら
れ

て

い
た

の
で
あ

る
。

大

槻
幹
郎

氏

は

こ
れ
ら

の
建

物

に

つ
い
て
、

働6

来

迎
堂

ま

で
は

い
ず

れ
も

く
ぐ
り

抜
け

の
門
形
式

に

な

っ
て

い
て
、
諸
堂

を
く

ぐ
り
な

が
ら
上

り

、

最
上

段

の
般

若
台

に
達
す

る
。

そ

の
伽
藍

の
構
成

は
あ

た
か
も

浄

土
変
相

図
を
表

わ
し

て

い
る

と

い
え
よ
う

。

な

お
般

若
台

の

一
ば
ん
高

い
所

に
、
元

祖
上

人
塔

と
石

の
欄

干

に
囲
ま

れ

た
初

代
藩
・王
龍
雲

院

の
巨
大

な
無
縫

塔

が
あ

り
、
領
内

を
見

渡
し

て

い
る

の
で
あ

る

。

こ
こ
に
幕
藩

体
制

の
政

治

と
宗

教

と

の
結

び

つ
き

の

一
端
を
見

る
思

い
が
す

る
。

と
記

さ

れ
て

い
る

(
前

掲

「
仏

生
山

法
然

寺

と
そ

の
秘

宝

」
)
。

図

版

二
に
示

し
た
よ

う

に
、

こ
の
ラ
イ

ン
、
す

な

わ
ち
仁

王
門

か
ら
来

迎
堂
、

さ

ら

に
般
若

堂
ま

で
の

諸
堂
宇

は

、
ま

っ
た
く

一
直

線

に
配
置

さ
れ

て

い
る

の
で

あ

る

が
、

こ
の
中

軸
線

を
ま
ず

図
上

で
西

方

に
延

長
す

る

と

、
前

池

・
住
蓮

寺

池
を

こ
え

た
と

こ
ろ

に
、

く

っ
き

り

と
山
容
を

見

せ
る
火

山

の
頂
上

に
ぴ

っ
た
り

と

合

致

す

る

の
で
あ

る
。

般

若
台

の
中

央

に
位

置
す

る
頼
重

公

の
墓
塔

を
背

に
し

て

西
方

を
望

む
と
、
す

ぐ
下

に
は
宝

形
造

の
屋

根
を
見

下

ろ
す

こ
と

に
な
る

が
、

眼

を
上
げ

る

と
火
山
を

望
む

こ
と
が
で
き

る
。

こ

の
眺

め
か
ら
伽

藍

の
中

軸
線

が

火

山
を
意

識
し

て

い
る

の
で
は
な

い
か
と

い
う

発
想

の
原
点

に
な

っ
た

の
で
あ

る

が
、

地
図

の
上

に
線
を

引

い
て
み
た
と

こ
ろ
、

前
記

の
よ
う

な
結

果
を
得

る

こ
と

が

で
き

た
。

大
名
家
墓
所
の

一
例

(二
)

}
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大
名
家
墓
所
の

一
例

(二
)

こ
の
ラ
イ

ン
は
、
方
向
で

い
え
ば
東
西
で
あ
る
が
、
真
東
と
真
西
で
は
な
く
、
地
図
上
で
の
操
作
で
は
約
四
度
北

に
振

っ
て

い
る
。
し
か
し
、
伽
藍

の
中
心
線
と

火
山
を
結

ぶ
ラ
イ

ン
と
は
ほ
と
ん
ど
平
行
し
て

い
る

の
で
あ

り
、

こ
の
二

つ
の
線
は
意
識
し
て
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う

と
私
は
考
え
て

い
る
。

先

に
述

べ
た
こ
と
の
く
り
返
し
に
な
る
が
、
法
然
寺
に
お

い
て
伽
藍
を
構
成
し

て
い
る
各
建
物
の
う
ち
、
仁
王
門
に
は
じ
ま
り
、
現
在

は
失

わ
れ
て

い
る
韓
門
(四

天
門
)
を
経
て
、
文
珠
楼

・
二
尊
堂

・
来
迎
堂
と
つ
づ
く
建
物
は
、

こ
の
方
向

に
沿

っ
て
建

て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
の
上
方
に

"
般
若

台
"
が
設
け
ら
れ
、

こ
こ
に
初
代
頼
重
侯
以
下
、
各
代
の
藩
主

と

一
族

の
眠
る
墓
所
が
営
ま
れ
て

い
る

の
で
あ
る
。

こ
う
し

て
見
る
と
、
法
然
寺

の
伽
藍
と
墓
所

は
、
当
初
か
ら

一
体
と
し

て
設
計
さ
れ
た

こ
と
が
、
遺
構
を
通
じ
て
端
的

に
汲
み
と
る

こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
り
、

そ
れ
は
頼
重
侯
独
自

の
宗
教
観
に
も
と
ず
き
、
そ
れ
を
具
現
し
た
個
性
あ

ふ
れ
る
造
型

の
結
晶
で
あ
る
と

い
う

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
も
う

一
ど

"
般
若
台
"

の
様
相
を
古
今
の
対
比
を
し
な
が
ら
見
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

『
境
内
古
図
』

(図
版
三
)
を
見
る
と
、
来
迎
堂
の
う
し
ろ
に
、
石
垣

が
築
か
れ
、
柵
を
め
ぐ
ら
し

た
区
画
が
描

か
れ
て
い
る
。
こ
れ
が

"
般
若
台
"
で
あ

る
。
中

央
よ
り
は
北
寄
り
に
二
つ
の
門
が
あ
り
、
右
側
が

"
般
若
門
"
、
左
側
が
鎮
守
社

の

一
か
く
に
通
じ
る
門

で
あ

る
。

"般
若
台
"

の
中
央
に
描
か
れ
て

い
る
建
物
は

一

見
重
層
の
よ
う

で
あ
る
が
、
図
を
よ
く
見

る
と
、
上

に
は

"般
若
堂
"
、

下
に
は

"
同
拝
殿
"

の
注
記
が
あ

っ
て
、
前
後
す

る
二
棟

の
建
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
図
で
見
る
と

"
般
若
堂
"
は
宝
形
造
、
"
拝
殿
"
は
正
面
の
柱
間
三
間
、
中
央
が
吹
き
抜
け
の
建
物

で
あ

っ
た
ら
し

い
。
幕
末

の
刊
行
で
あ
る
が

『
讃
岐
名
勝
図

絵
』

に
載

せ
ら
れ
て

い
る
図
幅
で
は
、
よ
り
明
瞭
に
建
物

の
姿
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
が
、

こ
れ
で
見
る
と

"
般
若
堂
"

は
宝
形
造
重
層

の
建
物

で
、
現
存
す
る
来

迎
堂
や
浬
繋
堂
と
同
じ
様
な
造
り
で
あ
り
、
屋
根
は
檜
皮
葺
で
あ

っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
(
図
版

一
)。
堂
内

に
は
、
現
在

で
は
高
松
城
内
に
移

さ
れ
て

い
る
頼
重
侯

の
陶
製
像
が
ま

つ
ら
れ
て

い
た

の
で
あ
り
、
霊
廟
建
築
で
あ

っ
た

こ
と

が
知
ら
れ
る
。

『境
内
古
図
』
は
、
法
然
寺

の
創
建

か
ら
さ
ほ
ど
時

日
を
経
て

い
な

い
こ
ろ
の
作
品
と
さ
れ
て
い
る
が
、
"
般
若
台
"
に
は
、
中
央

二
棟
の
建
物
と
鎮
守
社

の

一
か

く

の
他
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
白
地

の
ま
ま

の
こ
さ
れ
て

い
る
。
時
代
を
下

っ
た

『
讃
岐
名
勝
図
絵
』
の
図
幅
で
は
、
般
若
堂
す
な
わ
ち
頼
重
侯

の
廟

の
左
側

に
、

拝
殿
を
持

つ
宝
形
造

の
建
物
が
見
ら
れ
る
が
、

こ
れ
は
頼
重
侯

に
つ
づ

い
て
営
ま
れ
た
三
代
藩
主
頼
豊

の
廟
で
あ
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
こ
こ
か
ら
左

に
十

一
棟

の
宝
形
の
屋
根
が
描
か
れ
て
い
る
か
ら
、
以
後
に
営
ま
れ
た
歴
代
藩
主
な
ら
び
に
奥
方

の
墓
所
は
、
す

べ
て
が
霊
廟
建
築
を
伴
う
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

(40)
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次
に
現
状
で
あ

る
が
、
般
若
門
は
現
存
し
て
い
る
。
か
な
り
損
傷
し
て

い
る
が
、
木
造
本
瓦
葺
、
間

口

一
間

の
四
脚
門
で
あ

る
。

こ
こ
か
ら
門
内
に
入
る
と
す
ぐ

急
な
石
段
が
あ
り
、

こ
れ
を
上
る
と
小
さ

い
平
面
が
あ
る
。
正
面
上
方

に
は
二
段

の
平
面
が

つ
づ
き
、
下
段
の
左
端
に
は
元
禄
四
年

(
一
六
九

一
)
造
立
の
経
塔

と

墓
碑
が
並

ん
で
い
る
。

こ
こ
か
ら
右

へ
、
ま
た
石
段
を
上
る
と
、
手
前
に
三
代
頼
豊
、
そ
し
て
奥

に
初
代
頼
重

の
各
墓
所

の
正
面
に
出

る
。
左

の
石
段
を
上

っ
て
右
折
す
る
と
、
そ

こ
か

ら
石
段
と
石
畳

の
道
が
つ
づ
き
、
法
然
上
人
の
石
塔

に
至
る
が
、
上
人

の
石
塔
と
初
代

・
三
代

の
墓
所
ま
で
の
間
、
お
よ
び
初
代
墓
所

の
左
側
に
は
多
数
の
墓
塔

が

林
立
し
て

い
る
。

築
造
当
時

の

"
般
若
台
"

の
範
囲
は
こ
の
あ
た
り

で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
後
代
に
な

っ
て
北
方

と
南
方

に
拡
張
さ
れ
、
現
在
見
る
よ
う
な
広
大
な
兆
域
を

占
め
る
墓
所

に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

の
時
期
に
つ
い
て
確

か
な

こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
四
代
藩
主
頼
桓
以
後

の
墓
所

が
、
法
然
上
人
石
塔

の
奥
ま

っ
た
と
こ

ろ
か
ら
左
手

に
連
な
る
こ
と
か
ら
、
四
代
頼
桓
墓
所

の
営
造
以
後
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

因
み
に
現
状
で
の
兆
域

は
、
南
北
約

一
〇
〇
メ
ー
ト

ル
、
東
西
約
五
〇
メ
ー
ト

ル
に
ひ
ろ
が

っ
て

い
る
が
、
築
造
当
時
は
南
北
約
六
〇
メ
ー
ト

ル
、
東
西
約
三
〇

D但

メ
ー
ト

ル
の
範
囲

で
あ

っ
た
と
推
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

い
ま

一
つ
、
古
今
を
対
比
し
て
気

が
付
く
こ
と
は
藩
主

の
墓
所
が
、
そ
れ
ぞ
れ
霊
廟
建
築
を
伴
う
も

の
で
あ
り
、
現
在
見
る
よ
う
な
墓
塔
で
は
な
か

っ
た
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。

三
代
以
後
の
各
代

の
霊
廟

の
内
部
は
知
る

こ
と
は
で
き
な

い
が
、
初
代
頼
重
侯

の
廟

に
は
肖
像
が
ま

つ
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
明
治
時
代

に
な

っ
て
玉
藻
城

に
移
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
ろ
当
墓
所

は
大
き
な
改
変
が
加
え
ら
れ
た

こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
幕
末

の
情
景

と
し
て
描

か
れ
て
い
る

『
讃
岐
名
勝
図
絵
』
に
見
る
霊
廟

の
建
物
が
い
つ
亡
く
な

っ
た
の
か
、
現
在
見

ら
れ
る
よ
う

な
巨
大
な
無
縫
塔
形
式
の
墓
塔
が

い
つ
造
立
さ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
の
か
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
に

つ
い
て
は
、
ま

だ
資
料
を
得

て
い
な

い
し
、
十
分
な
検
討
も
加
え
て
い
な

い
た
め
、

こ

れ
ら
の
こ
と
に

つ
い
て
の
考
察

は
後
日
を
期
す

こ
と

に
し
た

い
。

な
お
、
般
若
台
上
に
所
在
す

る
松
平
家
墓
所

の
全
貌
に

つ
い
て
で
あ
る
が
、
松
平

公
益
会

に
は
、
墓
塔

の
配
置
と
墓
塔

の
被
葬
者
と
続
柄
を
記
入
し
た
墓
所

の
平

面
図

が
伝
わ

っ
て
い
る
。
そ

の
現
物

は
未
見

で
あ
る
が
、

こ
れ
を
基
礎
に
し
て
作
成

さ
れ
た
図
を
拝
見
し
た
。
増
本

明

・
岡

田
邦
夫
両
氏

の
手

に
成
る
詳
細
を
極

め
た
平
面
図
で
、

こ
れ
に
は
墓
塔

の
数
が
次

の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。

大
名
家
墓
所
の
一
例

(
二
)

帰　　?
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松
平
家
墓ち

か

松
平
頼
親
殿
墓

た
だ

〃

頼
格
家
墓

〃

頼
顕
家
墓

か
ね

〃

頼
該
家
墓

ひ
ろ

〃

頼
裕
家
墓

法
然
上
人
墓

銅
仏

一
〇
五一

三

五
一
六七

一
七一一

(
以
下
略

)

こ
れ
に
よ
る
と
、
墓
塔

の
総
数

は

一
八

一
基
に
及
び
、
藩
主
松
平
家

の
墓
塔
は
そ
の
う
ち

一
〇
五
基
を
数
え
、

さ
ら
に
分
家
筋
に
ひ
ろ
が

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
藩
主
松
平
家
の
墓
塔

の
中
に
は
正
室

・
側
室
を
は
じ
め
親
子
を
ふ
く
め
て
そ

の
系
累
に
及
ん
で
い
る
が
、

一
つ
ず

つ
の
墓
塔
に
刻
ま
れ
て

い
る
戒
名
を
し
ら
べ
、

系
図
及

び
過
去
帳

に
よ

っ
て
俗
名
と
続
柄
を
た
し
か
め
る
作
業
が
必
要

で
あ

る
。

さ
ら
に
各
墓
塔

の
位
置
を
墓
域

の
中

で
確
認
し
て
行
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
般
若
台

す
な
わ
ち
松
平
家
墓
所

の
推
移

・
変
貌
と
改
変

の
過
程
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ

る
が
、
そ
れ
に
は
か
な
り

の
日
数
と
労
力

が
必
要

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な

い
。

こ
こ
で
は
そ

の
見
通
し
だ
け

に
止
め
、
未
完

の
ま
ま
で
は
あ
る
が
、
本
稿
を

一
ま
ず
し
め
く
く
る

こ
と
に
し
た

い
。

(42)
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